
京都市告示第   号 
 生活保護法による医療扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」という。）による医療支援給付（中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

する法律（平成１９年法律第１２７号。以下「改正法」という。）附則第４条第１項に規定

する支援給付を含む。）のための医療及び施術を担当する機関から，生活保護法第５０条の

２（中国残留邦人等支援法第１４条第４項（改正法附則第４条第２項において準用する場

合を含む。）においてその例による場合を含む。）の規定による事業の廃止等の届出があり

ました。 
  平成２５年４月１１日 

京都市長 門川大作   
医療機関廃止 

名   称 所   在   地  廃止年月日 

洛西ニュータウン病

院 
西京区大枝東新林町３丁目６ 

平成 25年 1月
31日 

卜部医院 上京区土屋町通椹木町下ル中務町４９０ 
平成 25年 1月
1日 

桑名医院 南区西九条南田町４２ 
平成 25年 3月
31日 

高橋歯科医院 
中京区西ノ京馬代町２１－５ ラ・ビィ

ータ１Ｆ 
平成 25年 2月
28日 

安田歯科医院 仮診

療所 
下京区東塩小路向畑町２０－１．２０－

２．２０－５ ＳＴエンブレム久下１階 
平成 25年 3月
30日 

広河原歯科診療所 左京区広河原杓子屋町９３，９８番地 
平成 25年 2月
28日 

花背歯科診療所 左京区花脊大布施町１９６ 
平成 25年 2月
28日 

桃山歯科クリニック 
伏見区讚岐町１５５ ランスロット桝田

ビル（ランスロット桃山）１Ｆ 
平成 25年 2月
28日 

 

８６



 

医療機関休止 

名   称 所   在   地  休止年月日 

バプテスト訪問看護ス

テーション 
左京区北白川山ノ元町４７ 

平成 25 年 3 月
31日 

 
医療機関辞退 

名   称 所   在   地 休止年月日 

原田歯科医院 左京区北白川西瀬ノ内町１４－１ 
平成 25年 4月
1日 

 
医療機関再開 

名   称 所   在   地 再開年月日 

医療法人叡晋会 安田歯科

医院 
下京区小稲荷町８５－１３ 

平成 25年 4月
1日 

 
医療機関所在地変更 

名称 変更前所在地 変更後所在地 変更年月日 

ひろしまクリニック 
中京区西ノ京栂尾町

１－１ 
中京区西ノ京東栂尾町３ 

ＪＲ二条駅ＮＫ ビル４Ｆ 
平成25年2月
23日 

 
医療機関名称変更 

変更前名称 変更後名称 変更年月日 

医療法人稲門会岩倉病院 医療法人稲門会 いわくら病院 
平成25年1月
1日 

医療法人財団康生会ラクトクリニック
医療法人財団康生会 山科武田

ラクトクリニック 
平成25年4月
1日 

 
 
 



施術者廃止 

施術者の氏名 施術所の名称 所   在   地 廃止年月日 

行木 靖浩 
てんじん鍼灸整骨

院 

右京区西京極芝ノ下町１７番地１

Ｆ 

平成25年3月

5日 

畠田 修二 
ワールド治療院伏

見店 
伏見区桃山紅雪町１４２－２０３ 

平成25年4月

1日 

      

施術所名称変更 

施術者 変更前施術所名称 変更後施術所名称 変更年月日 

柏本 仁志 柏本マッサージ さんとマッサージ 平成 25年 2月
28日 

 
施術者辞退 

施術者の氏名 施術所の名称 所   在   地 辞退年月日 

玉井 淳史 八条針灸院 下京区七条御所ノ内中町４０ 
平成25年3月

10日 

 （保健福祉局生活福祉部地域福祉課）  


